
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　公衆基地局と公衆用電波で無線通信する公衆用無線手段と、
　無線 端末装置と中継用電波で無線通信し、公衆基地局からの公衆用電波および無線

端末装置からの中継用電波を中継する中継用無線手段と、
　
　
　音声を入力するためのマイクと、
　前記公衆用無線手段で受信した音声データを出力するためのスピーカとを有
　

ことを特徴とする無線中継装置。
【請求項２】
　ハンズフリー通話に用いられることを特徴とする請求項１記載の無線中継装置。
【請求項３】
　 記公衆基地局との通信を切断するための切断キ 有することを特徴とする請求項１
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電話
電話

無線電話端末装置の電話端末番号を登録する電話端末番号登録手段と、
前記公衆基地局からの着信の捕捉を行うための通話キーと、

し、
前記中継用無線手段は、公衆基地局から送信された着信信号を受信し、受信した着信信

号を、電話端末番号登録手段に登録された電話端末番号の無線電話端末装置へ中継用電波
で送信し、前記登録された電話端末番号の無線電話端末装置から、中継用電波で送信され
た前記着信信号に対する着信応答信号を受信し、利用者によって通話キーが押下されると
、公衆基地局から送信されて公衆用無線手段で受信した音声信号を表す音声がスピーカか
ら出力され、マイクによって入力された音声を表す音声信号が、公衆用無線手段によって
公衆用電波で公衆基地局へ送信される

前 ーを



または２記載の無線中継装置。
【請求項４】
　公衆基地局とは公衆用電波を介して通信し、無線 端末装置とは中継用電波を介して
通信する無線中継装置と、公衆基地局とは公衆用電波を介して通信し、無線中継装置と中
継用電波を介して通信する無線 端末装置とから構成される無線通信システムであって
、
　前記無線中継装置は、
　　公衆基地局と公衆用電波で無線通信する公衆用無線手段と、
　　無線 端末装置と中継用電波で無線通信し、公衆基地局からの公衆用電波および無
線 端末装置からの中継用電波を中継する中継用無線手段と、
　　
　　
　　音声を入力するためのマイクと、
　　前記公衆用無線手段で受信した音声データを出力するためのスピーカとを有し、
　前記無線 端末装置は、
　　前記無線中継装置からの中継用電波による着信信号を受信して、前記着信信号に対す
る応答信号を中継用電波で前記無線中継装置に送信する手段を有し、
　

ことを特徴とする無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ＰＨＳ（ Personal Handyphone System）端末および携帯電話端末などの移動無
線端末装置からの電波を中継し、ハンズフリー通話に用いるための無線中継装置および無
線通信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の無線中継装置として、ＰＨＳ端末に用いられるホームアンテナおよびパワーアンテ
ナと呼ばれる装置がある。これを第１の従来例として、以下に説明する。
【０００３】
第１の従来例におけるホームアンテナおよびパワーアンテナは、ＰＨＳ端末の公衆基地局
の電波を自営用の電波に変換して、ＰＨＳ端末の公衆基地局の電波が届きにくい建物内部
にまで電波が届くようにする装置であり、この装置を用いることによって、建物内部でも
ＰＨＳ端末の無線通信サービスを利用することができる。
【０００４】
第１の従来例とは異なる無線中継装置として、特開２００１－８２６３号公報記載の「移
動体通信システムおよび通信方法」が開示されている。これを第２の従来例として、以下
に説明する。
【０００５】
第２の従来例における無線中継装置は、たとえば電車などの公共交通機関内に設けられ、
携帯電話端末の利用者が公共交通機関を利用した場合に、携帯電話端末に対して利用者自
身が特別な操作を行わなくても、自動的に携帯電話端末の電源を切るなどの制御、あるい
は低出力の電波による通信を可能とする装置である。この無線中継装置を公共交通機関内
で利用することによって、携帯電話端末の電源を切る制御、あるいは低出力の電波による
携帯電話端末との通信を行うことができるので、携帯電話端末などから発する高出力の電
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電話

電話

電話
電話

無線電話端末装置の電話端末番号を登録する電話端末番号登録手段と、
前記公衆基地局からの着信の捕捉を行うための通話キーと、

電話

前記中継用無線手段は、公衆基地局から送信された着信信号を受信し、受信した着信信
号を、電話端末番号登録手段に登録された電話端末番号の無線電話端末装置へ中継用電波
で送信し、前記登録された電話端末番号の無線電話端末装置から、中継用電波で送信され
た前記着信信号に対する着信応答信号を受信し、利用者によって通話キーが押下されると
、公衆基地局から送信されて公衆用無線手段で受信した音声信号を表す音声がスピーカか
ら出力され、マイクによって入力された音声を表す音声信号が、公衆用無線手段によって
公衆用電波で公衆基地局へ送信される



波による電子医療機器の誤動作などを防止することができる。
【０００６】
また、携帯電話端末と接続することによって、携帯電話端末を把持せずに通話する、いわ
ゆるハンズフリー通話を行うことができるハンズフリー装置と呼ばれる装置がある。従来
のハンズフリー装置として、たとえば、以下の第３の従来例および第４の従来例に示すよ
うな装置が提案されている。
【０００７】
第３の従来例のハンズフリー装置は、イヤホンとマイクとがセットになっているコードを
、プラグを介して携帯電話端末のイヤホンジャックに差し込むことによって携帯電話端末
と接続し、携帯電話端末に内蔵されたマイクおよびスピーカを使用せずに、たとえば耳や
頭部に装着可能なヘッドセットのイヤホンおよびマイクを使用して、ハンズフリー通話を
可能にするイヤホン・マイク型の装置である。
【０００８】
また、第４の従来例のハンズフリー装置は、スピーカとマイクとがセットになっているコ
ードを、プラグを介して携帯電話端末のイヤホンジャックに差し込むことによって携帯電
話端末と接続し、ハンズフリー通話を可能にするスピーカ・マイク型の装置である。第３
の従来例および第４の従来例のハンズフリー装置を、たとえば車載用として使用する場合
、自動車の運転中に携帯電話端末を把持せずに通話することができるので、自動車の安全
走行が可能となる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
第３の従来例および第４の従来例のハンズフリー装置は、上述したように、携帯電話端末
とハンズフリー装置とをコードで接続するため、ハンズフリー装置をたとえば車載用とし
て使用する場合、接続コードによって運転席の周辺が煩雑になるという問題がある。また
同様に、ハンズフリー装置を車載用として使用する場合、携帯電話端末とハンズフリー装
置とをコードで接続することを忘れてしまうと、その後自動車の運転中に着信があった場
合、ハンズフリー通話ができないので、携帯電話端末を把持して通話しなければならず、
自動車の運転操作に支障をきたすおそれがある。
【００１０】
本発明の目的は、無線中継装置と無線端末装置とをコードで接続せずに、ハンズフリー通
話を可能とする無線中継装置および無線通信システムを提供することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、公衆基地局と公衆用電波で無線通信する公衆用無線手段と、
　無線 端末装置と中継用電波で無線通信し、公衆基地局からの公衆用電波および無線

端末装置からの中継用電波を中継する中継用無線手段と、
　
　
　音声を入力するためのマイクと、
　前記公衆用無線手段で受信した音声データを出力するためのスピーカとを有
　

ことを特徴とする無線中継装置である。
【００１２】
　また本発明は、ハンズフリー通話に用いられることを特徴とする。
　また本発明は、 記公衆基地局との通信を切断するための切断キ 有することを特徴
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電話
電話

無線電話端末装置の電話端末番号を登録する電話端末番号登録手段と、
前記公衆基地局からの着信の捕捉を行うための通話キーと、

し、
前記中継用無線手段は、公衆基地局から送信された着信信号を受信し、受信した着信信

号を、電話端末番号登録手段に登録された電話端末番号の無線電話端末装置へ中継用電波
で送信し、前記登録された電話端末番号の無線電話端末装置から、中継用電波で送信され
た前記着信信号に対する着信応答信号を受信し、利用者によって通話キーが押下されると
、公衆基地局から送信されて公衆用無線手段で受信した音声信号を表す音声がスピーカか
ら出力され、マイクによって入力された音声を表す音声信号が、公衆用無線手段によって
公衆用電波で公衆基地局へ送信される

前 ーを



とする。
【００１３】
　本発明に従えば、

　 公衆基地局と無線 端末装置とは、無線中継装置を中継して無線で通信を
行うので、無線中継装置と無線 端末装置とをコードで接続する手間を省略することが
でき、無線中継装置を車載用として使用する場合、接続コードによって自動車の運転席周
辺が煩雑になることを解消することができる。また、無線中継装置と無線 端末装置と
の接続作業が不要となり、無線中継装置と無線 端末装置とをコードで接続することを
忘れてしまうことが無くなるので、無線 端末装置に対して利用者が特別な操作を行わ
なくても、ハンズフリー通話が可能となる。また、自動車の運転中に着信があった場合で
も無線 端末装置を把持することなく、ハンズフリーで通話することができるので、運
転操作に支障をきたすことなく、安全に走行することができる。
【００１４】
　また本発明は、公衆基地局とは公衆用電波を介して通信し、無線 端末装置とは中継
用電波を介して通信する無線中継装置と、公衆基地局とは公衆用電波を介して通信し、無
線中継装置と中継用電波を介して通信する無線 端末装置とから構成される無線通信シ
ステムであって、
　前記無線中継装置は、
　　公衆基地局と公衆用電波で無線通信する公衆用無線手段と、
　　無線 端末装置と中継用電波で無線通信し、公衆基地局からの公衆用電波および無
線 端末装置からの中継用電波を中継する中継用無線手段と、
　　
　　
　　音声を入力するためのマイクと、
　　前記公衆用無線手段で受信した音声データを出力するためのスピーカとを有し、
　前記無線 端末装置は、
　　前記無線中継装置からの中継用電波による着信信号を受信して、前記着信信号に対す
る応答信号を中継用電波で前記無線中継装置に送信する手段を有し、
　

ことを特徴とする無線通信システムである。
【００１５】
　本発明に従えば、
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中継用無線手段は、公衆基地局から送信された着信信号を受信し、受
信した着信信号を、電話端末番号登録手段に登録された電話端末番号の無線電話端末装置
へ中継用電波で送信し、前記登録された電話端末番号の無線電話端末装置から、中継用電
波で送信された前記着信信号に対する着信応答信号を受信する。さらに、利用者によって
通話キーが押下されると、公衆基地局から送信されて公衆用無線手段で受信した音声信号
を表す音声がスピーカから出力され、マイクによって入力された音声を表す音声信号が、
公衆用無線手段によって公衆用電波で公衆基地局へ送信される。

このように 電話
電話

電話
電話

電話

電話

電話

電話

電話
電話

無線電話端末装置の電話端末番号を登録する電話端末番号登録手段と、
前記公衆基地局からの着信の捕捉を行うための通話キーと、

電話

前記中継用無線手段は、公衆基地局から送信された着信信号を受信し、受信した着信信
号を、電話端末番号登録手段に登録された電話端末番号の無線電話端末装置へ中継用電波
で送信し、前記登録された電話端末番号の無線電話端末装置から、中継用電波で送信され
た前記着信信号に対する着信応答信号を受信し、利用者によって通話キーが押下されると
、公衆基地局から送信されて公衆用無線手段で受信した音声信号を表す音声がスピーカか
ら出力され、マイクによって入力された音声を表す音声信号が、公衆用無線手段によって
公衆用電波で公衆基地局へ送信される

無線中継装置の中継用無線手段は、公衆基地局から送信された着信信
号を受信し、受信した着信信号を、電話端末番号登録手段に登録された電話端末番号の無
線電話端末装置へ中継用電波で送信し、前記登録された電話端末番号の無線電話端末装置
から、中継用電波で送信された前記着信信号に対する着信応答信号を受信する。さらに、
利用者によって通話キーが押下されると、公衆基地局から送信されて公衆用無線手段で受
信した音声信号を表す音声が、無線中継装置のスピーカから出力され、無線中継装置のマ
イクによって入力された音声を表す音声信号が、公衆用無線手段によって公衆用電波で公
衆基地局へ送信される。



　無線通信システムは、無線 端末装置が無線中継装置の中継範囲内にあるときに、公
衆基地局と無線 端末装置とが無線中継装置を中継して無線で通信を行うので、無線中
継装置と無線 端末装置とをコードで接続する手間を省略することができ、無線中継装
置を車載用として使用する場合、接続コードによって自動車の運転席周辺が煩雑になるこ
とを解消することができる。また、無線中継装置と無線 端末装置との接続作業が不要
となり、無線中継装置と無線 端末装置とをコードで接続することを忘れてしまうこと
が無くなるので、無線 端末装置に対して利用者が特別な操作を行わなくても、ハンズ
フリー通話が可能となる。また、自動車の運転中に着信があった場合でも無線 端末装
置を把持することなく、ハンズフリーで通話することができるので、運転操作に支障をき
たすことなく、安全に走行することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の一形態である無線中継装置および無線通信システムについて、図面を参照
しながら以下に説明する。
【００１７】
　図１は、本発明の無線通信システム１００を用いた通信形態を示す図である。
　無線通信システム１００は、無線中継装置１０４と、ＰＨＳ（ Personal Handyphone Sy
stem）端末および携帯電話端末などの 無線端末装置１０５とを備
えて構成される。
【００１８】
公衆基地局１０３と無線中継装置１０４とは、周波数がｆ１である公衆用電波１０６を介
して無線通信を行い、無線中継装置１０４と中継範囲内にいる無線端末装置１０５とは、
周波数がｆ２である中継用電波１０７を介して無線通信を行う。また、公衆基地局１０３
と無線端末装置１０５とは、周波数がｆ１である公衆用電波１０６を介して無線通信を行
う。
【００１９】
公衆基地局１０３は、たとえば図１に示すように、公衆通信網１０２を経由して一般加入
電話１０１と有線で接続される。なお、公衆基地局３は、ＰＨＳ端末および携帯電話端末
などと公衆用電波１０６を介して無線通信を行うことも可能である。
【００２０】
図２は、本発明の実施の一形態である無線中継装置１０４の構成の一例を示すブロック図
である。
【００２１】
無線中継装置１０４は、公衆用アンテナ２０１、公衆通信機能部２０２、公衆信号処理部
２０３、携帯電話端末番号登録部２０４、登録スイッチ２０５、中継用アンテナ２０６、
中継用通信機能部２０７および中継用信号処理部２０８、スピーカ２０９、マイク２１０
、通話キー２１１および切断キー２１２を備えて構成される。ここで、スピーカ２０９お
よびマイク２１０は、たとえば使用者の耳や頭部に装着可能なヘッドセットのイヤホンお
よびマイクを使用するイヤホン・マイク型、あるいはスピーカとマイクとがセットになっ
ていて、使用者の周辺に備え付けて使用するスピーカ・マイク型などであり、携帯電話端
末などを把持せずに通話する、ハンズフリー通話に用いることができる。
【００２２】
公衆基地局１０３と公衆用電波１０６で無線通信する公衆用無線手段は、公衆用アンテナ
２０１、公衆通信機能部２０２、公衆信号処理部２０３、携帯電話端末番号登録部２０４
および登録スイッチ２０５を備えて構成される。また、無線端末装置１０５と中継用電波
１０７で無線通信し、公衆基地局１０３からの公衆用電波１０６および無線端末装置１０
５からの中継用電波１０７を中継する中継用無線手段は、中継用アンテナ２０６、中継用
通信機能部２０７および中継用信号処理部２０８を備えて構成される。
【００２３】
公衆用アンテナ２０１は、公衆基地局１０３と無線通信を行うときに公衆用電波１０６を
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送受信するために設けられている。このように、送受信用のアンテナを１本のアンテナで
共用するとき、送信および受信に割り当てられている周波数帯域がそれぞれ異なるので、
送信および受信時に、適した送信信号および受信信号を通過させるためのフィルタが必要
となる。このため、公衆通信機能部２０２には、送信用と受信用の２つのフィルタが設け
られている。また、公衆用アンテナ２０１で受信した公衆用電波１０６によって送られて
きた信号には、必要な信号以外にノイズが含まれている。そのため、公衆用電波１０６に
よって送られてきた信号をただ単に増幅すると、ノイズも一緒に増幅されてしまうので、
公衆通信機能部２０２では、公衆用電波１０６によって送られてきた信号を増幅して、受
信用のフィルタを通すフィルタ処理を行ってから、復調を行う。増幅および復調された信
号は、公衆信号処理部２０３に送られる。
【００２４】
公衆信号処理部２０３では、公衆通信機能部２０２から送られてきた信号が持っている携
帯電話端末番号の情報と、携帯電話端末番号登録部２０４に記憶されている携帯電話端末
番号の情報とが一致しているかを判断する。一致している場合には、公衆基地局１０３と
無線端末装置１０５との通信を行うことができる。また、公衆信号処理部２０３は、公衆
通信機能部２０２から送られてきた信号を中継用信号処理部２０８にも送信する。
【００２５】
　携帯電話端末番号登録部２０４は、ＰＨＳ端末および携帯電話端末などの無線端末装置
１０５の 端末番号を格納する。また、無線中継装置１０４は、無線端
末装置１０５の端末番号登録のため、通常の通話を行うモードとは別に登録モードを有し
ている。無線中継装置１０４を介した無線通信を開始する前に、登録スイッチ２０５を操
作して無線中継装置１０４を登録モードにするとともに、登録する無線端末装置１０５を
無線中継装置１０４に有線接続することによって、無線端末装置１０５の端末番号の登録
を行う。なお、登録スイッチ２０５は、無線中継装置１０４において通話が行えるモード
から登録モードに切り換えるためのスイッチである
【００２６】
中継用アンテナ２０６は、無線端末装置１０５と無線通信を行うときに中継用電波１０７
を送受信するために設けられている。中継用通信機能部２０７には、公衆通信機能部２０
２と同様に、送信用と受信用の２つのフィルタが設けられている。中継用通信機能部２０
７では、公衆通信機能部２０２と同様に、中継用アンテナ２０６で受信した中継用電波１
０７によって送られてきた信号を増幅して、受信用のフィルタを通すフィルタ処理を行っ
た後、復調を行う。増幅および復調された信号は、中継用信号処理部２０８に送られる。
【００２７】
中継用信号処理部２０８では、公衆信号処理部２０３から送られてきた信号を中継用に適
した信号に変換する。変換された信号は、中継用通信機能部２０７に送られ、そこでいっ
たん変調して、送信用のフィルタを通すフィルタ処理を行った後、増幅を行う。変調およ
び増幅された信号は、中継用アンテナ２０６を介して、中継用電波１０７で無線端末装置
１０５に送信される。
【００２８】
また、中継用信号処理部２０８は、中継用アンテナ２０６で受信した中継用電波１０７に
よって送られてきた信号を公衆信号処理部２０３にも送る。
【００２９】
公衆信号処理部２０３では、中継用信号処理部２０８から送られてきた信号を公衆用に適
した信号に変換する。変換された信号は、公衆通信機能部２０２に送られ、そこでいった
ん変調して、送信用のフィルタを通すフィルタ処理を行った後、増幅を行う。変調および
増幅された信号は、公衆用アンテナ２０１を介して、公衆用電波１０６で公衆基地局１０
３に送信される。
【００３０】
また、スピーカ２０９は、受信した音声信号を音声に変換し、マイク２１０は、入力され
た音声を音声信号に変換する。公衆信号処理部２０３では、マイク２１０によって入力さ
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れたアナログ信号である音声を、ディジタル信号である音声信号に変換するＡＤ（ Analog
 Digital）変換処理と、受信したディジタル信号である音声信号を、アナログ信号である
音声に変換するＤＡ（ Digital Analog）変換処理とが行われる。ただし、ＤＡ変換処理を
行う前に、公衆基地局１０３から送られてきた音声信号に対して、増幅およびノイズ除去
処理などの信号処理を行う。
【００３１】
マイク２１０によって入力された音声は、ＡＤ変換処理によって音声信号に変換され、変
換された音声信号は、公衆用アンテナ２０１を介して、公衆用電波１０６で公衆基地局１
０３に送信される。また、公衆基地局１０３からの音声信号を受信した後、ＤＡ変換処理
によって変換された音声は、スピーカ２０９から出力される。
【００３２】
また、通話キー２１１は、公衆基地局１０３から着信があったときに応答するためのキー
であり、切断キー２１２は、公衆基地局１０３との通話を切断するためのキーである。
【００３３】
図３は、無線端末装置１０５の構成の一例を示すブロック図である。
無線端末装置１０５は、アンテナ３０１、携帯電話通信機能部３０２、携帯電話公衆信号
処理部３０３、携帯電話端末番号メモリ３０４、中継装置情報登録部３０５、登録スイッ
チ３０６、スピーカ３０７およびマイク３０８を備えて構成される。
【００３４】
アンテナ３０１は、公衆基地局１０３および無線中継装置１０４と無線通信を行うときに
公衆用電波１０６および中継用電波１０７を送受信するために設けられている。このよう
に送受信用のアンテナを１本のアンテナで共用し、送信および受信に割り当てられている
周波数帯域がそれぞれ異なるので、携帯電話通信機能部３０２には、送信および受信時に
、適した送信信号および受信信号を通過させるための送信用と受信用の２つのフィルタが
設けられている。
【００３５】
無線端末装置１０５と公衆基地局１０３とが無線通信を行う場合、アンテナ３０１から受
信した公衆用電波１０６によって送られてきた信号は、携帯電話通信機能部３０２に送ら
れ、増幅して受信用のフィルタを通すフィルタ処理を行った後、復調を行う。増幅および
復調された信号は、携帯電話公衆信号処理部３０３に送られる。
【００３６】
携帯電話公衆信号処理部３０３では、携帯電話通信機能部３０２から送られてきた信号が
持っている携帯電話端末番号などの情報と、携帯電話端末番号メモリ３０４に記憶されて
いる携帯電話端末番号などの情報とが一致しているかを判断する。一致している場合、無
線端末装置１０５は、公衆基地局１０３と通信を行うことができる。携帯電話端末番号メ
モリ３０４には、携帯電話端末などの移動通信端末として使用できるように、端末番号、
公衆基地局情報および認証鍵などを格納しておく。
【００３７】
また、無線中継装置１０４と無線端末装置１０５とが無線通信を行う場合、携帯電話通信
機能部３０２は、中継装置情報登録部３０５に登録されている情報に基づいて、アンテナ
３０１で受信する電波を中継用電波９に設定して、アンテナ３０１から中継用電波１０７
を受信する。アンテナ３０１から受信した中継用電波１０７によって送られてきた信号は
、携帯電話通信機能部３０２に送られ、増幅して受信用のフィルタを通すフィルタ処理を
行った後、復調を行う。増幅および復調された信号は、携帯電話公衆信号処理部３０３に
送られる。
【００３８】
携帯電話公衆信号処理部３０３では、携帯電話通信機能部３０２から送られてきた信号が
持っている無線中継装置１０４の情報と、中継装置情報登録部３０５に登録されている無
線中継装置１０４の情報とが一致しているかを判断する。一致している場合、無線端末装
置１０５は、無線中継装置１０４と通信を行うことができる。
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【００３９】
なお、無線端末装置１０５は、公衆用電波１０６を用いて動作する公衆モードと、無線中
継装置１０４を介して中継用電波１０７を用いて動作する中継モードとを備えている。ま
た、公衆モードおよび中継モードは、自動でそれぞれのモードの電波を受信できるように
切り換わり、各々のモードで動作する。
【００４０】
　無線端末装置１０５は、無線中継装置１０４の情報を登録するために、通常の通話を行
うモードとは別に登録モードを有している。無線中継装置１０４を介した無線通信を開始
する前に、登録スイッチ３０６を操作して登録モードにするとともに、登録する無線中継
装置１０４を有線で接続することによって、無線中継装置１０４の情報の登録を行う
【００４１】
またスピーカ３０７は、受信した音声信号を音声に変換し、マイク３０８は、入力された
音声を音声信号に変換する。携帯電話公衆信号処理部３０３では、図２に示す公衆信号処
理部２０３と同様に、マイク３０８によって入力された音声を音声信号に変換するＡＤ変
換処理と、受信した音声信号を音声に変換するＤＡ変換処理とが行われる。
【００４２】
無線端末装置１０５が公衆基地局１０３と無線通信を行う場合、マイク３０８によって入
力された音声は、ＡＤ変換処理によって音声信号に変換され、変換された音声信号は、公
衆用電波８で公衆基地局３に送信される。また、無線端末装置１０５が受信した公衆基地
局３からの音声信号は、ＤＡ変換処理によって音声に変換され、変換された音声は、スピ
ーカ３０８から出力される。
【００４３】
図４は、本発明の無線通信システム１００における無線通信処理を示すフローチャートで
ある。図５は、公衆基地局１０３、無線中継装置１０４および無線端末装置１０５間の接
続シーケンスを示す図である。
【００４４】
無線通信システム１００における無線通信処理を示す図４のフローチャートにおいて、ス
テップＳ１では、無線端末装置１０５が無線中継装置１０４の中継範囲内にあるか、また
は中継範囲外にあるかの判断を行う。無線端末装置１０５が無線中継装置１０４の中継範
囲外であれば、ステップＳ２に進む。通常、無線端末装置１０５は、無線中継装置１０４
の中継範囲外にあるので、無線端末装置１０５は、公衆基地局１０３から送出される公衆
用電波１０６を待ち受けている。この場合、無線端末装置１０５は、通常の公衆モードと
して動作する。
【００４５】
次に、ステップＳ１において、無線端末装置１０５が無線中継装置１０４の中継範囲内に
移動したと判断した場合には、ステップＳ３に進む。ステップＳ３において、無線端末装
置１０５は、無線中継装置１０４から送出される中継用電波１０７を待ち受けている。ス
テップＳ４では、無線中継装置１０４が、公衆基地局１０３からの着信の有無を判断する
。公衆基地局１０３から着信があった場合には、ステップＳ５に進む。ステップＳ５では
、着信応答および呼出しを行う。
【００４６】
ここで図５の接続シーケンスに示すように、公衆基地局１０３から着信があった場合、無
線中継装置１０４は、公衆基地局１０３から送出される公衆用電波１０６によって送られ
てきた着信信号を受信し、受信した着信信号を中継用電波１０７による着信信号に変換し
て無線端末装置１０５に送信する。
【００４７】
中継用電波１０７によって送られてきた着信信号を受信した無線端末装置１０５は、プロ
トコルに基づいて、着信信号に対する着信応答信号と呼出し信号とを中継用電波１０７で
無線中継装置１０４に送信する。無線端末装置１０５から送出される中継用電波１０７に
よる着信応答信号と呼出し信号とを受信した無線中継装置１０４は、公衆用電波１０６に

10

20

30

40

50

(8) JP 3930721 B2 2007.6.13

。



よる着信応答信号と呼出し信号とに変換して公衆基地局１０３に送信する。
【００４８】
また、呼出し信号を送信した無線端末装置１０５は、無線端末装置１０５のスピーカ３０
７から着信音を出力する。
【００４９】
次に、図４のステップＳ５において着信応答および呼出しを行った後、ステップＳ６に進
む。ステップＳ６において、無線中継装置１０４は、利用者が無線中継装置１０４の通話
キー２１１を押下して応答したか否かを判断する。利用者による応答があった場合、ステ
ップＳ７に進む。ステップＳ７では、無線中継装置１０４と公衆基地局１０３との通話状
態に移行する。ここで図５において、利用者が着信音に対して、無線中継装置１０４の通
話キー２１１を押下すると、無線中継装置１０４は、公衆基地局１０３に対して応答信号
を送信する。応答信号を受信した公衆基地局１０３は、無線中継装置１０４に対して応答
確認信号を返信する。無線中継装置１０４が公衆基地局１０３からの応答確認信号を受信
すると、無線中継装置１０４と公衆基地局１０３とは、通話状態に移行する。
【００５０】
図４のステップＳ７で通話状態に移行した後、ステップＳ８に進む。ステップＳ８では、
無線中継装置１０４がハンズフリー装置として機能し、公衆基地局１０３と無線中継装置
１０４との間で、ハンズフリー通話ができるようになる。
【００５１】
また、図５に示すように、無線中継装置１０４と公衆基地局１０３とがハンズフリーで通
話できる状態になると、無線中継装置１０４では、公衆基地局１０３から送信される音声
信号を受信して、ＤＡ変換処理によって音声に変換し、変換した音声をスピーカ２０９か
ら出力し、マイク２１０によって入力された音声を、ＡＤ変換処理によって音声信号に変
換し、変換した音声信号を公衆基地局１０３に送信する。
【００５２】
以上のことから、公衆基地局１０３と無線端末装置１０５とは、無線中継装置１０４を中
継して無線で通信を行うので、無線中継装置１０４と無線端末装置１０５とをコードで接
続する手間を省略することができる。
【００５３】
また、無線中継装置１０４と無線端末装置１０５との接続作業が不要となり、無線中継装
置１０４と無線端末装置１０５とをコードで接続することを忘れてしまうことが無くなる
ので、無線端末装置１０５に対して利用者が特別な操作を行わなくても、ハンズフリー通
話が可能となる。
【００５４】
したがって、無線中継装置１０４を、たとえば車載用として使用する場合、無線中継装置
１０４と無線端末装置１０５とを接続するコードによって、自動車の運転席周辺が煩雑に
なることを解消することができる。また、公衆基地局１０３と無線中継装置１０４とは、
ハンズフリーで通話することができるので、自動車の運転中に着信があった場合でも、運
転操作に支障をきたすことなく、安全に走行することができる。
【００５５】
【発明の効果】
　以上のように本発明によれば、無線中継装置と無線 端末装置とをコードで接続する
手間を省略することができ、無線中継装置を車載用として使用する場合、接続コードによ
って自動車の運転席周辺が煩雑になることを解消することができる。また、無線 端末
装置に対して利用者が特別な操作を行わなくても、ハンズフリー通話が可能となる。さら
に、自動車の運転中に着信があった場合でも無線 端末装置を把持することなく、ハン
ズフリーで通話することができるので、運転操作に支障をきたすことなく、安全に走行す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の無線通信システム１００を用いた通信形態を示す図である。
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【図２】本発明の実施の一形態である無線中継装置１０４の構成の一例を示すブロック図
である。
【図３】無線端末装置１０５の構成の一例を示すブロック図である。
【図４】本発明の無線通信システム１００における無線通信処理を示すフローチャートで
ある。
【図５】公衆基地局１０３、無線中継装置１０４および無線端末装置１０５間の接続シー
ケンスを示す図である。
【符号の説明】
１０１　一般加入電話
１０２　公衆通信網
１０３　公衆基地局
１０４　無線中継装置
１０５　無線端末装置
１０６　公衆用電波
１０７　中継用電波
２０１　公衆用アンテナ
２０２　公衆通信機能部
２０３　公衆信号処理部
２０４　携帯電話端末番号登録部
２０５　登録スイッチ
２０６　中継用アンテナ
２０７　中継用通信機能部
２０８　中継用信号処理部
２０９，３０８　スピーカ
２１０，３０７　マイク
２１１　通話キー
２１２　切断キー
３０１　アンテナ
３０２　携帯電話通信機能部
３０３　携帯電話信号処理部
３０４　携帯電話番号メモリ
３０５　中継装置情報登録部
３０６　登録スイッチ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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